
令 和  2

215,060

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

5,716

12

73,592

73,592

73,592

5,716 79,308

73,592

73,592

2

13

29 29

79,308

10 11

㉗欄「特 掲 事
業」とは、建設・
農林水産・清
酒製造の事業
が該当

㉛欄「法人番号」欄が空欄の場合は記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※個人事業主の場合は13桁すべてに「0」を記入してください。
※法人番号が誤っている場合は、訂正してください。

令和元
令和2

申告書の記入例

（73＋246）÷12＝26人

4,921千円 18,398千円

4,921,300円

4,921,300円

申告書⑤欄へ

24人÷12＝2人

申告書⑥欄へ

延納

31年
元年

30
ま

申告書の書き方

※口座振替を利用している事業はP.20もご覧ください。

令和元 220,776
18,398

4,921 59,052

220,776 215,060

この例では、令和元年度の確定保険料が申告済概算保険料より多いため、不足
額欄（⑳（ハ））に計上することになります。

3.　「⑳欄差引額」欄は以下の1又は2の場合に計上

5,716

220,776

12

12

12

○○市 ○○ ×ｰ×ｰ×

代表取締役 ○○○○

株式会社○○工務店

土木建設工事業

○○市 OO ×ｰ×ｰ×

株式会社○○工務店

××××　  ××　  ××××××× ××××

令和2

令和元

5,71673,592 79,308
ト

ト

申告書「⑧（ホ）」欄へ

P.31

チ

ル令和元年度確定保
険料の算定基礎額

18,398 220,776

220,776 73,592

73,592
73,592
73,592

12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 また、申告書の計算を行う際
の参考となるよう、「年度更新申告書計算支援ツール（雇用保険用）」を用意しています。
是非ご利用ください。（下記URLもしくは右のQRコード、または「労働保険各種様式」で
検索してください。）

7

12

https

※令和2年度概算保険料は、年齢にかかわらず免除の対象にはなりませんので、ご
注意ください。
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労働保険番号 事業の名称

30
ま

30

.7
.8

31

元 年

2 年

令和元

令和元
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⑴　充当額については、全期又は第１期の労働保険料額に充当し、余りがある場合には、第２
期、第３期の順に充当してください。
⑵　充当する場合は、「㉚充当意思」欄を必ず記入してください。
⑶　第１期から第３期の順に充当してもなお余りがある場合は、還付の請求が必要です。申告
書の提出だけでは還付されませんので、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求
書」を提出し、還付の請求を行ってください。

なお、請求手続については、P.15の「記入例２②　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

（充当・還付をする場合）
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令 和  2

〔計算方法〕 
　⑭（イ）220,776÷3＝

227,394

X X 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 711 06

uaj39uuy

73,592

73,592

6,618 66,974 66,974

73,592

73,592

73,592

土木建設工事業

6,618

第１期分㉒（イ）73,592円　　※
第２期分㉒（チ）73,592円　　　
第３期分㉒（ル）73,592円　　

労働保険料に充当した場合の例①

6,618

㉒（イ）
73,592円

〔今期納付額の計算〕 
第１期 － ㉒（ロ）

6,618円
＝

今期納付額
㉒（ト）

66,974円

充当意思「1」を記入

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

*** **

*** **

12.00

12.00

12.00

*** **

12.00

12.00

227,394 220,776

保険料率等によっては、余りが生じる場合
がありますので、その場合は、余りを必ず
第１期分に加算してください。

 （余りは必ず１円または２円となります）

株式会社 ○○工務店

株式会社 ○○工務店

カブシキガイシャ ○○コウムテン

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。
なお、ネット銀行の
一部については振
込ができない場合
があります。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
９
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　記入例２②のように概算保険料への充当後に還付が生じる場合、記入例4のように事業を廃止した場合で還付が生じる場合
は、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出してください。

厚生労働省HP（右のQRコード、または「労働保険関係各種様式」で検索してください。）から
ダウンロードできます。（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）

（事業主控が必要な場合はコピーをご用意ください。）P.16

220,776

12

3 0 1 0 0 0 0 0 1

21

9

最寄りの

令和は９

2

2

･

･
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令 和  2

612,124

220,776 220,776 0 0

土木建設工事業

220,776

XX301000001 000 711 06

uaj39uuy

充当後還付額が出る場合の例②

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
還付額が出た場合、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行
ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

424,873

170,572

ロ

還付額

612,124 220,776 220,776

*** **

*** **

12.00

12.00

12.00

*** **

12.00

12.00

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ



令和は９



（注意事項）

　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条第１項及び石綿による健康被害の救済に関
する法律第38条第１項において、保険料及び一般拠出金の還付を受ける権利は、行使するこ
とができる時から２年を経過したときは時効によって消滅する旨規定されております。
　したがいまして、事業主のみなさまにおかれましては、本請求書をできる限り早めに作成
していただき、所轄都道府県労働局あて御提出いただきますようお願いいたします。
　なお、行使することができる時から２年を経過した後に、本請求書を御提出いただいた場
合は、還付を受けることはできませんので御注意ください。
　御不明な点等がございましたら、所轄都道府県労働局までお問い合わせください。

　

17
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令 和  2

現在、労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する
見込みがあり、引き続き労働保険を継続する場合

3

06711X X 301000001 000

*** **

*** **

12.00

*** **

12.00

12.00

12.00

12.00

24,000

24,000 24,000 0 0

土木建設工事業

24,000

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

12

（注意事項）

　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条第１項及び石綿による健康被害の救済に関
する法律第38条第１項において、保険料及び一般拠出金の還付を受ける権利は、行使するこ
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　御不明な点等がございましたら、所轄都道府県労働局までお問い合わせください。
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令 和  2

土木建設工事業

ＸＸＸ　ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ　  ＸＸ　  ＸＸＸＸ

227,394 220,776 6,618

06711X X 301000001 000

uaj39uuy

6 12

*** **

*** **

*** **

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

227,394

〔計算方法〕

※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足額を納付してください。

次のような場合には確定申告が必要となります
①令和元年度中に事業廃止した場合②対象となる労働者がいなくなった場合③労働保険事務組合へ事務を委託した
場合

申
告
書
を㉔

欄
の

○現在、対象労働者がいない場合、上記のとおり確定申告が必要となります。ただし、求人を出しているなど労
働者を雇用する見込みがある場合は、その見込み賃金額をもって概算申告し、労働保険を継続することもで
きます。
○昨年度中に事業を廃止した場合は、口座振替の対象にはなりません。詳しくは、都道府県労働局にお問い合
わせください。

事業を廃止した場合4


